
 

                                年度 賦課 

                    下水道事業受益者負担金 

                       決定通知書 

                                                       年   月   日 

                         野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例７条 

                         第３項の規定により、次のとおり決定したので通知します。 

                                                 野田市長            

受 益 地 積   ◎期別納付額（    年度 から     年度 各年度４期 全２０期） 

１㎡当たり負担金額   区 分 期別納付額  納 期 数 合計金額  

負 担 金 額 （A）   年度  期    円  期 円 

徴収猶予額 （B）    年度  期 以降 円  期 円 

減 免 額 （C）       
 ◎一括納付額（初年度の第１期の納期限まで） 

負担金額  （A） - （B） - （C）   区 分 負 担 金 額 報 奨 金 額 差引納付額 

円 

 
    年度から   年度 円 円 円 

 

受 益 地 の 内 訳 
負担金額 

(円) 

徴収猶予額 

(円) 

減 免 額 

(円) 

差引負担金額 

(円) 土 地 の 所 在 地 番 コード 
登記地目  

受益地積(㎡) 
現況地目  

   
 

     
 

   
 

     
 

   
 

     
 

   
 

     
 

   
 

     
 

負 担 区 名  

通知書番号  

宛 名 番 号  

 

 

 

 

 

 

 

様 



下水道事業受益負担金賦課の根拠その他について 
◎ 負担金について 

 １ この負担金は、都市計画法第７５条第２項の規定に基づく野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和６１年野田市条例第３６号）第７
条第１項の規定により、賦課されます。 

 ２ 受益地の売買等により受益者に変更があった場合、変更後の納期に係る負担金は、新しく受益者となった方に納付していただくことになりますので、
変更が生じた日から１４日以内に受益者変更届を提出してください。 

 ３ 受益地の単位負担額（１平方メートル）は下記の通りです。 

   野田第１負担区  ６００円     関宿第１負担区  ６５０円 

   野田第２負担区  ６５０円     関宿第２負担区  ９５０円 

   野田第３負担区  ７００円 

   負担金額 ＝ 単位負担金額 × 受益地積 

◎ 負担金は、５年２０期に分割し、各年度に分けて４期ずつ納入通知書をお送りしますので、それによって納めてください。 

ただし、負担金を前納することもできます。 

◎ 負担金を前納した場合 

  初年度の第１期を納付しようとするときに、それ以降の納期に係る全ての納付すべき負担金の額（初年度の第２期から５年度の第４期まで）の１００
分の１０を乗じて得た額の報奨金が交付されます。初年度の第１期の納期限を過ぎると報奨金は、交付されませんのでご注意ください。 

◎ 負担金を納期限までに完納されない場合 

  この負担金を納期限までに完納されないときは、その翌日から完納の日までの日数に応じて、野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第１１
条及び同附則第３項の規定により計算した延滞金が加算されます。また、督促を受け、その督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに
完納しないときは、滞納処分を行うこともあります。 

◎ 通知書の記載事項に不服がある場合 

 １ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることがで
きます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において
市を代表する者は市長となります。）、処分取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、
その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過し
た場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審
査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消し
の訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 ■問合せ先   


